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＜参考資料２＞
第１回開催



 

 

 

第１回 介護保険対策協議会 

 

理事 涌波淳子   

 

令和 5 年 10 月 14 日に九州医師会連合会の第一回各種協議会介護保険対策協議会が開催

された。8 題の協議事項があったが、その内３つは、介護従事者の処遇改善、新型コロナウ

イルス感染症補助金、物価高騰対策を含む 2024 年の介護報酬改定に絡む内容であったため、

一括での質疑応答がなされた。 

 

（1）2024 年介護報酬改定に関して 

各県とも苦しい胸の内が報告されたが、日医としても苦しい戦いを強いられているよう

で、今村常任理事からは「診療報酬も介護報酬も財務省主導で動いており、今のところ、

上げる気配がない。 

物価高騰に関する支援については医療介護関係団体連名で要望書を出したところ、認め

られそうな感じであるが、1 回限りとなっては困るので主張し続けていく。処遇改善に関し

ては、一般企業が 3.7％の賃上げに対して、医療は 1.9％、介護は 1.4％であり、これまでの

介護従事者の離職者は、同じ介護事業所への転職であったのが、現在は 50％が他職種への

転職というショッキングなデータがでているが、今のところはゼロ回答に近い。 

今年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2023（いわゆる骨太の方針）」

においては「次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定に関しては、

物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利

用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスを受けられるよ

う、必要な対応を行う」と明記されているので、それを元に地元の政治家に働きかけ、政

治マターとしての解決を行わないといけない。全体的にプラス改定にもっていかないと結

局は何かを上げるために何かを減額するという事にしかならない。消費税は 15 兆円にも上

るが、5 兆円が軍事、3.5 兆円が子供関連になっているので、それ以外は全て本来の目的で

ある社会保障費として活用できるようにしないといけない。そのためにも各県医師会も政

治家への訴えをお願いしたい」と報告された。 

 

（２）特別養護老人ホームの入所に関して 

ある県から「要介護 3 以上とすると空きベッドが出ているところもあり、有効活用でき

るようにしてほしい」という意見があった。それに対しては、今村常任理事からは、「指針

が『特例入所の対象者は、地域の実情を踏まえて（空床状況や地域のニーズ等を含め）、各

市町村が十分に考慮する」と改定されているが、これらが、十分に伝わっていないのかも

しれない。日医からも再度、厚労省に現状を伝えるが、各県医師会からも行政の方に確認

をしていただきたい」と言われた。 

 

 

＜涌波理事印象記＞



 

 

 

（３）介護施設間の連携及び医療介護連携について 

各県でも試行錯誤がされている。今村常任理事からは「介護側からの医師へのハードル

は少しずつ下がってきているが、医師自体の参加率が低いのが課題であり、また、IT の活

用が欠かせない。日医としては、オンライン診療に反対しているわけではなく、面として

のかかりつけ医機能を進めていく方向で動いている。 

また、今回のトリプル改定の中で、国としては、この医療介護連携に関して力を入れて

いくと言っている。」と報告されたが、その他にも医療にも介護にも関わっている医師会が

コーディネーターとなり、行政を巻き込んでいけるといいのではないか、郡市医師会レベ

ルではまだ範囲が広いので地域包括ケアシステムとして地域包括支援センターと医師会の

医師が協力体制を取れるといいのではないか、老健は大体中学校区に一つなので老健を中

心にまとまるといいのではないか等様々な意見がだされた。 

沖縄県医師会としては、県から委託されている在宅医療支援事業を活用し、各地区医師

会の在宅医療・介護連携推進事業と連動させながら進めていきたいと考えている。また、

新型コロナウイルス禍で作られたネットワークや介護施設向け相談会、医師向け研修会を

連携のためにも活用できればと考えている。 

 

（４）認知症施策関連の受託事業に関して 

今回「認知症対策基本法」も決定され、ますます重要な課題であるが、様々な研修があ

り、一度立ち止まってスリム化する必要があるのではないかという意見があった。国では

「認知症疾患センターの在り方」についても検討が始まっていると今村常任理事からは報

告があった。 

疾患センター、専門医、かかりつけ医、認定看護師、保健所等関係者が協力した研修会

やネットワークづくりが必要と思われる。沖縄県では、コロナ禍で研修そのものが止まっ

てしまった経緯もあり、県とともにもう一度課題を整理して、どのような形ですすめてい

くのかを確認していきたい。 

 

（５）「地域包括ケアシステム構築」に関して 

各県とも縦割り行政の中で試行錯誤している。「行政の中の縦割りはどうしようもできな

いので、医師会が横ぐしをさすことで共有化できるのではないか」という声があり、確か

にその通りだと感じた。 

私も担当理事として様々な会議に出席しており、ジレンマを感じていたが、「医師会だか

らこそ横ぐしをさせる」と腹をくくって内容を整理していくことが大切だと感じた。 

  

（6）「介護施設におけるＡＣＰ」に関して 

単なるＤＮＡＲの問題ではなく、どのように人生を過ごしていくかという文化の醸成が

大切で、トリプル改定の医療介護連携の一つのポイントとなっていると今村常任理事から

報告があった。一般市民、病院、在宅、施設等、それぞれ立場が異なるとみている景色も

異なってくる。共通言語で語れるような仕組みと研修を続けていきたい。 
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第２回開催



第２回 介護保険対策協議会 

 

理事 涌波淳子   

 

 令和 6 年 2 月 3 日⾧崎県出島メッセにて九州医師会連合会令和 5 年度第 2 回各種協議会

介護保険対策協議会が開催された。協議事項は 7 題であったが 5 テーマに絞って各県から

の報告の確認があり、日本医師会江澤常任理事から介護報酬改定とも絡めて報告と意見交

換がなされた。 

 

１）介護認定審査会のリモート開催について 

コロナ禍で急速に広がったテレビ会議システムにより、各県でも介護認定審査会のリ

モート開催が広がりつつある。しかしながら、リモート開催は、認定審査員の負担軽

減につながるものの、保険者事務局主導になり、十分な審議がなされず単なる承認に

終わってしまう危険性があることが共有化された。福岡県ではリモート審査会に関し

て①事務局主体ではなく、委員が主体となって進行すること、②ステップ１から３ま

で審査手順をしっかりと確認すること ③審議が十分に行われるよう委員が順に意見

を述べるなどの工夫をすることを医師会から注意喚起をしたことの報告があった。介

護認定審査会に医師が関与していることから各地区医師会は市町村任せにせず、市町

村と医師会で確認しあって質の担保をする必要がある事が確認された。また、タブレ

ット端末の導入などのハード面の財源確保に関しては、国が進める「デジタル田園都

市国家構想交付金」等の活用を県から市町村に呼び掛けている県もあることが報告さ

れた。沖縄県でも 13 保険者中 10 保険者で導入しており、今のところ問題はないとい

う保険者側からの報告であったが、上記課題については、各地区医師会と市町村で改

めて確認が必要だと感じた。 

 

２）在宅医療、在宅看取りの普及・推進について 

「県医師会在宅医療協議会」を設定して検討している県や郡市医師会が中心となって

「在宅医療・介護連携推進事業」を行っている県、「在宅医療スタートアップ研修」を

行っている県など各県ともいろんな取組がなされているが、現実的には、診療所医師

の高齢化に伴い在宅医療を担う医療機関、医師が思うように伸びていないという状況

があることが確認された。その中で、「在宅医療」とひとくくりにしているが、①高齢

者施設を作ってそこに高齢者を集めての在宅医療と②外来診療の延⾧線上として高齢

者をみていく在宅医療の二つのパターンがあり、地域によってそのボリュームが異な

ること、独居高齢者が増え、在宅医療は在宅介護の土台があって初めて成り立つこと、

在宅医療を担ってきたクリニックの医師の高齢化により在宅医療に関する疲弊感があ

る一方、非会員で在宅専門クリニックを開院しているが、報酬の高い看取りの部分の

みを担当し急変時は病院へ救急搬送して救急病院のひっ迫につながっているという課

題も出された。江澤常任理事からは、今回の介護報酬改定でリハビリと口腔機能、栄

＜涌波理事印象記＞



養を重点ポイントとしていることの紹介と医科歯科連携や在宅に関わる様々な組織や

職種が役割分担と連携で地域を支えるしかないことが述べられた。また、日医総研が

出している「在宅医療の提供量」「高齢者施設の提供量」等の指標と現在病院や施設な

どの稼働率がじわじわ下がっている現実を踏まえるとこれらを元にして作成した地域

医療構想の見直しが必要であると言われた。日本医師会としては、それらに関して 3

月 20 日に日本医師会シンポジウム「在宅医療～住み慣れた地域の中で～」を開催し、

かかりつけ医、小児在宅、在宅療養支援病院、訪問看護、都道府県医師会など様々な

立場の方々のご意見を伺い意見交換の場を設ける事、また、厚労省も老健局や医政局

が主催して都道府県や市町村の担当者を育成する研修会やグループワークを行ってい

ることが報告された。また、在宅専門クリニックの問題に関しては、診療報酬の中で

ある程度は良い方向にいけるように厚労省も考えている事が伝えられた。また、在宅

医療体制には①退院支援、②日常の療養支援、③急変時の対応、④看取りという４つ

の医療機能があるが、今後特に③と④が課題になっており、第 8 次医療計画の見直し

として、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携

を担う拠点」の設置については市町村や地区医師会、住民らで協議して圏域を柔軟に

検討して良い事となったと報告があった。様々な施策が生み出されても肝心の在宅医

療に興味のある医師をどのように育成確保するかに関しては、これといった案はなく、

何十年も地域医療実習として学生や研修医を受け入れて地道に後ろ姿をみせていくこ

とで 100 名に一人ぐらいは在宅医療に興味を持ってくれた人がいたという報告のみと

なった。沖縄県医師会でも「往診代診医師派遣事業」を通して、一人体制クリニック

の負担軽減、若い医師の在宅医療への足掛かりを期待しているが、効果がでてくるま

でには時間がかかりそうである。在宅看取りに関しては、2 月 2 日に県医師会で開催し

た台湾の余尚儒先生のご講演（オンデマンド配信予定）にあった「スマートベッドや

データー送信できる自動血圧計」を自宅に運び入れて遠隔でモニターするシステムや

必要時は入院できるシステムは非常に参考になるのではないかと思われる。いずれに

しろ、「育成」「サポートシステム」「役割分担」「連携」を地道につくるしかないのか

なと感じた。 

 

３）地域リハビリテーション事業に関して 

各県においてもセラピスト派遣にはなかなか難渋している様子がうかがわれた。佐賀

県からは、県から医師会、栄養士会、歯科衛生士会、薬剤師会、リハ 3 団体などに委

託がされて、通いの場に医師やリハ職、栄養士、歯科衛生士、薬剤師などを派遣して、

ここに包括支援センターも加わり、介護予防に取り組んていること、セラピストを派

遣した病院に補助金を出しているという報告やフランスでは退院して 2 週間は入院し

ていた病院から訪問看護やリハを出して、その時は勤務とみなし標欠にはならないよ

うにしているという報告もあった。江澤常任理事からは、都道府県リハビリテーショ

ン協議会や地域リハビリテーション広域支援センターの設置・充実に各県医師会が関

与してほしいこと、また郡市医師会は市町村と連携して各医療機関や介護事業所から



の派遣を要請したり、セラピスト等に地域包括ケアシステムの視点を持つための研修

をしてほしいと要望があった。また、今回の第 9 期介護保険事業（支援）計画の基本

指針として「地域リハビリテーション支援体制の構築の推進」という言葉が入ってい

ること、また、診療報酬改定の中で回復期リハビリ病棟の評価の中に「地域支援事業

に協力する体制を確保していること」が入っている事が紹介された。 

 

４）高齢者施設における配置医師（嘱託医）を含む医療連携体制構築について 

江澤常任理事からは診療報酬からも介護報酬からも少しでも支援ができるように勧め

られてきている事の報告があった。具体的には、配置医師の緊急時対応加算に日中の

往診時にも加算がついたこと、いろいろな条件はあるが、施設の協力医療機関になっ

た医療機関に施設から入院した場合に特別な加算がつくこと、高齢者の緊急入院に関

して、地域包括ケア病棟（13 対１）だけではなく、地域包括医療病棟（10 対１）が新

設されたこと等で医療機関にも施設を支える意識や視点を醸成していく一歩になるの

ではないかと期待されるが、これに関しても各地域、各医療圏ごとに考えていく事と

なる。 

 

５）営利法人が経営する訪問看護ステーションの課題 

これに関しては、営利、非営利問わず、今回の診療報酬改定の中で評価が始まってい

るとの事であった。 

 

 次年度は、トリプル改定、高齢者保健福祉計画、医療計画等、様々な見直しのスタート

の年となる。高齢者は増加し、働く人は少なくなる中で、どのように地域医療と介護を守

っていくのか、県と相談しつつ、医師会ができる事、果たすべき役割を確認して進めてい

きたい。 
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